
－輝きつむぐまち－

企業版ふるさと納税のご案内



企業版ふるさと納税は、企業の皆様が寄附を通じて地方公共団体が行う地方創生
の取組を支援した場合に、税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。
平泉町では、この制度を利用し、地方創生の取組を応援していただける企業の皆様

を募集しています。

企業版ふるさと納税の概要

対象事業

「平泉町まち・ひと・しごと創生総合戦略2021」に位置付けられた
地方創生に資する幅広い分野の事業が対象となります。

平泉町

平泉町まちひとしごと創生総合戦略2021

【基本目標①】 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
【基本目標②】 いつまでも健康で安心なくらしを守る
【基本目標③】 魅力のあるしごとを生み出し、働く場をつくる
【基本目標④】 ひとの新たな流れをつくる

税制上の優遇措置

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、寄附額の６割を法人
関係税から税制控除する仕組みです。
これにより、損金算入による軽減効果（寄附額のおよそ３割）と合
わせて最大で寄附額のおよそ９割が軽減され、実質的な負担はお
よそ１割まで圧縮されます。

【税制措置のイメージ】

損金算入による軽減効果 税額控除 企業負担

寄附額

約３割
国税＋地⽅税

約６割 約１割

社会貢献

企業版ふるさと納税で寄附いただいた企業の公表によって、企業
としてのＰＲ効果やＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成、地域資
源を生かした新たな事業の展開などが期待できます。

寄附企業
メリット
その１

寄附企業
メリット
その２

岩手県南部に位置する平泉町は、緑の豊かな自然に彩られ
た世界遺産のまちです。奥州藤原氏が唱えた「浄土思想」は、
世界に誇る平和思想として世代を超えて受け継がれています。
岩手県では一番面積の小さな自治体ですが、「人と地域が輝
く理想郷」を合言葉にまちづくりを推進しています。



平泉町の企業版ふるさと納税活用による取組②

平泉バイオレジリエンス推進事業

世界初の微生物による汚水浄化技術（エコまる技術）をベースに、その応用研究開発及び産

業化を推進する事業で、 「ＳＤＧｓ社会の実現」「災害に強い強靭な水循環型社会の実現」に

向けた新たな産業創造に取り組み、本町の活性化、そして環境にやさしく、快適で魅力的な

暮らしの実現を目指します。

［主な事業の概要］

○エコまる技術を活用したトイレの研究・開発

○農業の高付加価値事業

○交流・ワーケーション拠点事業

平泉町の企業版ふるさと納税活用による取組①

町内における起業や岩手県南地域で集積が進んでいる自動車・半導体関連の地域企業で活

躍する次世代を担うIT人材の育成を図ります。新たな就業機会の創出による地域経済の活

性化をはじめ、磨いたスキルを活用できる「働く場」を生み出し、町への移住定住を促進して

いくことによって社会減による若者世代の流出などの地域課題の解決につなげます。

［主な事業の概要］

○次世代技術者養成講座（小中学生向け、一般・高校生向け）開催事業

○切れ目のない起業支援（起業準備拠点の運営、起業・経営に関する知識の習得）

○シェアオフィスの設置

いつまでも健康で安心なくらしを守る事業（安心・安全な地域社会をつくる事業）

魅力のあるしごとを生み出し、働く場をつくる事業事業（新しいしごとの創出事業）

平泉志業支援事業



「寄附申出書」の提出
寄附申出書（様式第１号）を記⼊し、郵送または持参によりご提出ください。

［提 出 先］

平泉町役場 まちづくり推進課 あて

寄附⾦の納⼊
寄附申出書を本町で受領後、寄附⾦の納⼊⽅法やお振込の時期などを確認ご連絡

をさせていただきます。

不明な点がありましたらご相談ください。

（１）納付書（振込⼿数料が発⽣する場合はご負担ください。）
納付書を送付しますので、本町指定⾦融機関にお振込ください。

（２）振込取扱票（振込⼿数料が発⽣する場合はご負担ください。）
振込取扱票を送付しますので、最寄りの郵便局でお振込ください。

（３）町指定⼝座へ振込（振込⼿数料はご負担ください。）
町指定の振込⼝座をご連絡します。振込⽇を事前にご指定いただき、お振込くだ

さい。

寄附⾦の「受領証」の送付
ご⼊⾦の確認後、「受領証（様式第２号）」をお送りします。税額控除の申告を

⾏う際に必要となりますので、⼤切に保管してください。なお、寄附をいただいた
事業が完了した後には「事業費確定通知書（様式第４号）」を郵送します。

税の申告⼿続
受領証に基づき、申告時には「企業版ふるさと納税（地⽅創⽣応援税制）」の適

⽤がある旨をご申告ください。

企業版ふるさと納税の寄附の手続きと流れ



 

様式第１号（第３関係） 

 

令和 ４年 ６月２８日 

 

平泉町長         様 

  

法 人 名  株式会社平泉コーポレーション 

代表者名  代表取締役社長 平泉 太郎  

所在地（本社） 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山 45番地 2 

  

平泉町企業版ふるさと納税寄附申出書 

 

貴町で実施するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対し、下記のとおり寄附

することを申し出ます。   

記 

１ 寄附対象事業の名称 

平泉町まち・ひと・しごと創生推進事業 

イ いつまでも健康で安心なくらしを守る事業 

２）安心安全な地域社会をつくる事業 

２ 寄附申出額 ３０0,000円 

３ 希望する納付方法 

□ 納付書 

☑ 銀行振込 ※ 手数料をご負担ください。 

  郵便局・町指定口座への振込 ※ いずれかに○ 

４ 寄附情報の公開 

☑ 法人名 

☑ 寄附金額 

☑ 活用した事業の内容 

※ 同意いただける項目にチェックをお願いします。 

５ 連絡先 

担当者名 長島 次郎 

所   属 総務課 

電話番号 0191－46－2111 

メ ー ル hiraizumi＠town.hiraizumi.co.jp 

 

申出書の記載例 



お問い合わせ先

平泉町 まちづくり推進課

〒029－4192

岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45番地２

TEL：０１９１－４６－５５７８ FAX：０１９１－４６－３０８０

Ｅ-mail：kikaku@town.hiraizumi.iwate.jp

◆町公式ホームページ

◆平泉町公式Facebook ◆広報紙アプリ「マチイロ」

平泉の旬な話題
絶賛発信中！！

留意事項

� １回当たり１０万円以上の寄附が対象となります。

� 本社が平泉町内に所在する企業の寄附は、本制度の対象とはなりません。

この場合、本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。

� 寄附の代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。

例：寄附の見返りとして補助金を交付すること

入札及び許認可に置いて便宜の供与を行うこと など


